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 編集後記

　2018（平成30）年の歳末が近づき、「平成」時代を振り返る特集が目に付く日々にある。この

30年の地方の動きを振り返れば、元年の「ふるさと創生事業」に始まり、地方分権の推進、「平

成の大合併」、「地方創生」などが挙がるが、何よりも大きな衝撃を受けたのは、阪神淡路大震

災と東日本大震災という 2 つの未曽有の大災害だった。その後も、局地的な自然災害が各地で

続いており、今や災害対策は自治体が最も優先すべき政策課題の一つに位置づけられている。

日本の国土が絶えず自然災害と向き合い、人々が復興への営みを繰り返してきた歴史への気づ

きは、まさに「平成の教訓」である。

　年が明ければ間もなく、代替わりの祝福ムードに世の中が包まれていくことだろう。「経済効

果」引き上げの戦略に踊らされ、現実を見失うことのないよう、「平成最後」となる初春は気持

ちを引き締めて迎えたい。
 

（谷本有美子）

巻頭言
　青山彰久さんの前号巻頭言「沖縄の人々の政治意思」に触発され、岡本太郎『沖
縄文化論－忘れられた日本』を再読した。岡本太郎は縄文土器にひそむ根源的な生
命力と美創造の発見者だが、戦後日本において、沖縄文化再発見の口火を切った人
でもある。岡本太郎は本書で、日本の深い歴史の層の下から、厳しい搾取と貧困に
たえながら透明で無垢の精神を保持してきた琉球文化の独自性を、芸術家の鋭い直
観と眼力でとらえている。沖縄の神観念を象徴する御嶽（ウタキ）を「何もないこと
の眩暈」との言葉で、充実する無の存在を言いあてる。また沖縄舞踊の精髄を西洋
舞踊や日本舞踊とは違う、やさしく、やわらかく流動する線の美にある、と的確な
筆致で描写する。日本が遠く捨て去り、忘れてしまった生活の肌理（きめ）と文化の
原形を探りあてようとした岡本太郎の狙いがじんじんと伝わってくる。名著である。
　本書は米軍占領下の沖縄への旅が元になっているが（初版は１９６１年）、日本復帰
時の再版本「あとがき」には「沖縄が本土に復帰するなんて、考えるな。本土が沖
縄に復帰するのだと思うべきである」とのメッセージが書き込まれている。この言
葉と、青山氏が指摘する「拒絶と受容」の狭間で、琉球人の誇りと抵抗の気概を失
わない純粋保守政治家・翁長雄志の姿はつながるものがある、と強く思う。
　岡本太郎には優れた東北論もあり、それを含め幾層もの時間が交錯し形成されてき
た日本の地域・文化に思いをめぐらしているとき、２０２５大阪万博の報を知る。東京
五輪の５年後だそうである。世耕経産大臣や財界幹部と手をとり合って喜ぶ松井知事
らの姿に、日本の政治の「いま」が赤裸々に見えてくる。
　大阪万博の跡地（千里丘陵）に、孤独に耐えるように岡本太郎の「太陽の塔」が立っ
ている。その異様な姿かたちに瞬間、受け入れがたい感情がおこる。だがしばらく
眺めていると、何とも憎めないユーモアあふれる姿がせりあがってくるようで、自
然と笑いがこみあげてくる。多くの国民に太陽の塔の記憶が消えない理由は、この
笑いにあるように思う。７０年大阪万博のテーマは「人類の進歩と調和」だった。こ
の言葉には科学技術進歩への無限の信頼と、敗戦から立ち直り、欧米先進国に追い
ついたとの国威発揚が込められていた。だが太陽の塔が発するオーラはそれとは明
らかに異なっていた。
　太陽の塔には多くの顔が埋められている。正面胴体には子どもの無垢の顔。塔の
尖端には金属製の無気質な顔。背面には「黒い太陽」の顔がある。さらに塔の胎内
にも人類の始源へと誘う顔がある。これら多様な顔から「均衡・調和」とは正反対の、
お互い不協和音を発しながら、その緊張の中から立ち現われてくる変化、多様性、
再生の生命イメージが読み取れる。日本が遠く忘れてしまった文化の始源から発す
る生命のダイナミズムである。
　２０２５大阪万博は「いのち」がテーマだそうである。だとすれば、太陽の塔に込め
られている生命イメージを今日的視点から読む解く試みがあっておかしくない。だが、
経済効果２兆円、夢をもう一度、カジノ付き総合型リゾート誘致等々の声にかき消さ
れ、太陽の塔は“ゆるキャラ”レベルの扱いをされるのが落ちかもしれない。地下から、
岡本太郎はどんな思いで２度目の大阪万博決定の報を聞いたのだろうか。
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 2018 年 8 月 13 日神奈川県地域労働文化会館において、神奈川自治研センター2018 年度第１回地

方分権システム研究会が開催され、明治大学法学部教授の大津浩氏より「憲法 92 条地方自治の本旨

と立法権分有の思考」をテーマにご報告をいただいた。本稿は、その報告内容をもとに編集部にて

原稿案を作成し、大津氏が加筆・修正したものである。 

 

１．現代の分権化の世界的潮流と「立法

権分有」 

 
(1)「立法権分有」の意味 

私は、憲法から地方自治を考えていますが、

その研究対象は日本国憲法に限定していませ

ん。私たち憲法学者の多くは、日本国憲法を

世界の普遍的な民主主義と人権保障を追求す

る人類の歴史の中で発展してきた憲法思想、

あるいは憲法原理の 1つの到達点と考えます。

その意味で、諸外国の中でも民主主義や人権

保障の発達した、いわゆる先進民主主義国と

呼ばれる国々との比較の中で、今の日本国憲

法あるいは日本の地方自治の制度がどのよう

なレベルにあるのか、という考え方をとりま

す。 
世界中で今、地方分権化の傾向が顕著です

が、そうした動きの中でも、私が「立法権分

有」と呼ぶ現象が着実に広がっています。そ

こでまず、「立法権分有」という言葉を明確

にしておきます。従来、国よりも下のレベル

にある地域的な団体が国と立法権を分有する

のは、連邦国家の場合だけだと考えられてき

ました。連邦国家の場合には、例えば国の安

全保障や国土全体の開発などに関する立法権

は連邦にあるとか、環境保護や教育について

の立法権は州にあるというように、連邦憲法

の中で立法事項を明確に分割してきました。

これを私は「立法権分割」と呼びます。これ

こそが、従来考えられてきたような、立法権

を国と地方とが分有するという状態であった

わけです。しかし私は「立法権分有」はもっ

と広いものと捉えます。 
憲法上で、特定分野の立法権が国ないし連

邦国家にあるとか、自治体ないし州にあると

いうように明確に区別されていなくても、自

2018 年度第 1 回地方分権システム研究会（2018 年 8 月 13 日） 
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治体が地域にとって な 動はなんでもで

きるという権限ないし権 が憲法上で保障さ

れている場合には、国が 的なあらゆる分野

に国の に て法 を定 制を加えて

いても、自治体はその地域自 の に

て条例を ってそのような分野に 自の 制

を加えられる、と考えられるわけです。言い

えれば、憲法上で立法権が明確に分割され

なくても、「国と自治体とがいずれも憲法上

で 全権限 編集部 8 。 を

保障されていることを として、 事項

にそれ れの法 定立権を て 的に

関 することが憲法上で られ、かつ ら

かの で 者の対 ・ 合 までも保障さ

れることを憲法が るシステム」を「立法

権の 」という うに呼び、日本国憲法が

このようなシステムをとっていると考えます。 
ただし、このように日本国憲法は立法権分

有を ているという考えについては、 か

ら 定する 者がいます。それは、日本国憲

法において自治体は連邦国家の 邦・州では

ないから、立法権を 有に っているものと

は言えない。日本は 国家であり、連邦国

家ではないということ自体が、立法権分有を

定する となっていたわけです。しかし

そのような連邦国家と 国家の な 分

法、 別 は現 の世界的な分権化の中で

してきています。 
 
（2） 「 国 」と「 国 」の

分的 の  

 

タ  

まず タ では、2001 年の憲法 正で、

連邦国家と 国家の中 レベルにある「地

域国家」という呼び方で現 の タ 国家の

態を しています。実は、第 2 世界大

の タ で に作られた憲法でも、2001
年の憲法 正でも、まず 本原理としては

分の国家で連邦国家ではない、という

ことを明言していますが、 方で憲法で国の

事項 び国と州の 事項を限定 す

ることで国の立法権を限定し、それ 外は全

部州の立法権限であるとする連邦憲法的な定

方をしています。 
ただし、そのように憲法上で立法権分割を

しているにも関わらず、上 のように憲法上

州の 的な立法事項とされているものであ

っても、国の立場から て全国 に 制す

ることの を 分に立 できる場合には、

国の法 で できます。つまり、連邦国家

のように州の立法権として憲法であらか

定 たものに対して連邦は できない、

というような 的な考え方をとっていませ

ん。 タ では、立法権の分割を 方で定

ておきながら、その分割は立法権 の

い にす ないようなものでもあり、連邦国

家とも 国家とも う 態が れてきてい

るということです。 
 

ス 
スではス ン が に特

的な地域自治体の特 を しています。すな

わち、 国国会が 広く っていた立法権を

ス ン に することを内容とする

ス ン 会法が 1998 年に作られまし

た。 スではこれを と呼ぶの

ですが、このス ン の立法権限の

的 法では、法 に明 された 定の

分野については ス国会が 的に定

るという 保事項を定 ておき、それ 外の

広 な分野をス ン 会に る

になっています。 
スには憲法という を つ成文の

法 はなく、 スで憲法と呼んでいるも

のは 会が作った法 の集 にす ません。

従って、 ス国会は自分自 で法 を制

定 することで、憲法の中 そのものを自
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に えられます。 スの憲法は、国会

が全てを るという意味で「国会主権」の

原理に えられているのです。ただしそれと

は別に、法原理的には であっても、

しないことを 会が自ら する「憲法

」と呼ばれるものがあります。そして法

原理上、 国国会は立法権をス ン

から い せるはずですが、 国国会がス

ン 会に した立法事項は、

ス ン 会自 が 意しない限り

い せないという「シー ルの憲法 」

というルールが まれました。 スには

憲 制はありませんから、 国国会がこ

れを らないからといって、 はそれに

憲 は せません。 治的な がこれ

を すると考えられています。 スは

このようにしてス ン 会に事実上、

連邦制に い立法権保障をしているのです。 
 

 
方で、連邦国家の 例である の

場合には、連邦制そのものが なる立法権分

有のレベルを え、多 かつ先 的な に

わってきています。連邦憲法は連邦の 事

項として、州立法権が 関 できないとい

う分野を定 、それと州の 事項を 定

ていますが、現 国家では、どうしても連

邦と州の で 者の権限が 合う分野が

えてきます。そこで 200 年の憲法 正では、

連邦と州との 事項を多く やして、その

中で 3 類の 理制度を けました。 
1 つは、連邦法の定 がある限り州法はそれ

に する、という連邦法 の事項です。2
つ は、連邦法と州法をまったく対 なものとし

て う分野です。例えば連邦法がすでに 制して

いる分野に、それ 上の 制を加える州法を定

ると州法が してしまいます。 から定 た法

が にあった法 に するルールが、連邦法

と州法との関 にも されるのです。 

3 つ は、原 として連邦法が するもの

の、それには「全国の 的な 理がどうし

ても という 明がある限りで」という条

がつく分野です。連邦法が原 としな

がらも、地域的な が上回るときには州

法による上 きが というシステムです。

そうすると、ある は連邦国家全体で

的な 理が だということが 明できて連

邦法が州法に しても、 が わるとそ

れは連邦法で 的に 理する きではない、

あるいは がないという状 が まれてく

るわけです。このような事態に ると、州法

で連邦法の上 きができてしまいます。 
 

 

の日本は 地方自治の考え方を

大 に しています。 は地方自治

を「  」という を

って考えてきましたので、 から立法権分有

の考え方が くありました。州と連邦との

で立法権分割があることは と です

が、 の場合には州が した に

す ない も  だと

考えられており、その 、連邦や州と

との にも立法権 の立法権分有を

る があります。特に の「全

権限 」が られた「 ーム・ルール」自

治体の場合はそうです。 
そのような考え方は 本的に の 例を

て 体化します。例えば、19 年の「

ー 事 」があります。ある

「 ーム・ルール」自治体が作った条例は、

ー での 動を州法 上に 制するも

のでした。州の法 が を定 ている

とすれば、それ 上の 制をした自治体の条

例は 法になるとこ ですが、 ル

州の は、州法の 的や に

らして、自治体の条例がより しい 制を加

えることを ずしも しているわけではな
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いという を しています。これは、自治

体の条例に比 上 に州法という法 があ

っても、それを り えるような 制をい

んな理 をつけて 法化してしまう 1つの

であったことが分かります。 
では、自治体が 1つの地方 であ

るという をとる限りは、 に連邦ない

し州の立法権限と自治体の立法権限が し

合うことがあるとして、お いに ン もあ

るけれど く 分けしなさいという

を すのです。 
このように世界の先進民主主義国の を

ますと、「立法権分有」というシステムを

しているか かは、もはや連邦国家と

国家を分ける ではないことが分かります。 
 

． 「立法権分有」を と

現代 「国 権」

の の 化 

 
(1) 的 国 意 の 的 現

代 会 

それでは、連邦制をとらない国における立

法権の分有は、国民主権の 点から される

のでし うか。従来の考え方では、 で

ばれた国民 である国会が国民を して

全国 的な の立法意思を 成し、これ

が全国津々 々に されるというのが国民

主権なのに、自治体がそれを るようなこ

とをやるのは、国民主権に するのではな

いかという がずっとなされてきました。 
しかし、現 会は多 な を つ人

たちが多 に らす場です。 の意思が

方的に するというやり方では 事を上

く できません。言い えると、国民意思

が民主的であるた には、多 的にそれが

成される があるということです。現

治学で を集 ている しい民主主義 に

民主主義あるいは対 的民主主義という

理 がありますが、これは国会が立法で定

たものだけが民主主義の正しい れ方ではな

く、 会 動やマス などを て世

がそれに働きかけ、多 な民意が 合的に

合うことでよりよい民意が まれるとい

う理 です。 
私もこのような 治学の多 主義的な民主

主義の考え方をベースにしています。世 や

会 動が国会の立法に を えるのは、

民主主義国家では たり の です。 は、

国会が民意の を けつけず、民意の 対

し って法 を作ってしまうようなときに、

国民の がこれに らうことが されるのか

という点です。国会が立法という で定 る

全国民の意思に対し、 会 動の立場から

「これこそ正しい民意だ」と言っても、 体

どちらが正しいのかというのは立場によって

うとしか言いようがありません。 に歴史

的にはどちらが正しいかを 明できるかもし

れませんが、 治的に いがある で、ど

ちらが正しいかを国会を り く 動だけで

うのは しいと思います。 
その意味で、国会の立法意思に対 し る

ような、もう 1つの民主的 きにより正 化

された立法意思が です。日本のような法

治国家において、民主的な きに く国

会の意思ではないもう 1つの正 な立法意思と

は かと言えば、それは自治体の意思しかあ

りません。自治体は 民が で んだ 民

の 者であり、 なくとも自治体レベルで

は民主的正 を つ、 的な制度化された

立法意思 関です。だからこそ国会という立

法意思 関との で対 関 を正 化できる

と思っています。 
度に 化した現 会では、多 な

のよりよい と実現のた には、地方自

治体が ことで、多 的な意思 定 関が

それ れ対 的に、 しながら意思

成をするという民主主義 が なのです。 
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 (2) 法 「国 権」 の  

民主主義の発展 が も明 だった

ンスでは、国民主権は 3 に区分されます。 
1 つ は 19 世 の で、制限 制がと

られていた、お ちしか 治に 加できな

かった の民主主義のあり方ですが、国会

は 分な意思 を たない や だ

まれていない 来世 をも 「全国民」の

意思を する 関と考えられていました。

したがって国会 は「全国民」のある き

意思や だけを考える きであり、

は有権者にも民意にも られてはいけな

いとされました。これを「 制」と言

います。この では、民意による事実上の

ですら正しい「全国民」の意思の実現を

る されないものとされました。 
19 世 から 20 世 にかけて普

制が実現し、 治が発達する中で、国会

の立法に対する民意の が まってきま

す。そこで世 を することに正 が

られてきます。しかしながら法制度上は、

どうしても なときには世 の大 対を

し ってでも国会が立法するルールは し

ます。このように、民意を しつつも

的には国会が 的に 定するシステムに

わります。これを ンス憲法学では「

制」と呼んでいます。 
この「 制」が 20 世 の 、第 2

世界大 にさらに 化を て「 制」

と呼ばれる に ります。「 制」と

は、 するに 民主制が部分的に制度化さ

れた状態を意味します。 ンスの場合には、

憲法 正の ならず なる法 の制定 で

も国民 で 着をつけることが です。

国会の立法 外に国民自 が 民主主義的

に 定するというシステムが憲法に され

ますと、国会の が全国民の 者として立

法権を するというシステムが れます。 
現 の国民主権の考え方では、国会はなお

立法権 の中 的 を ますが、さま

まな民意が国会の立法権に したり

したりしながら、よりよい立法を作っていく

という考え方が 化します。私はこれを

「国会意思の部分的な 定・修正の制度化」

と ます。 のように現 民主主義 では

世 や 会 動を て、国会意思の部分的

な 定・修正が事実上 われるわけですが、

私は、憲法で制度化された民主的正 を

つ 制 関による国会意思の部分的な

定・修正の うがより大事であり、それを

うのが地方自治体であると考えます。 
ただし、国会は全国民にとって 正しい

と思われるものを立法するという があり、

これを すのは 理です。立法権を明確に

別する連邦制なら別ですが、自治体に 有の

立法 域を える憲法 定のない日本のよう

な国の場合には、やはり国会の立法意思が

であり、原 としてそれに らうことはで

きないというルールは ら るを ません。 
しかし、国会の立法が というのは、あ

くまでもそうでないと 状態になってし

まう があるからであり、 定的、

的なものにす ません。言い えると、いか

なる国家 関も に、かつ 方的に究 的な

の正 を主 することはできません。

多 な国民 関、私は自治体も国民

関の 1つと考えていますが、これらの対 的

な対 を て、 定的に「これこそがより

の い国民意思だ」と言いうるものが

作られる。多くの場合それは国会の立法です

が、場合によってはそれが自治体の条例の場

合もあるわけです。そしてそれらが 的か

つ日 的に い されることを て、より

よい国民意思が、よりよい全国的な立法が作

られていく。私はこのような意味で、国と自

治体の意思の対 的な対 を「対 立法権

分有」と呼びます。 的立法権分有には

「対 」という言葉を わ るを ません。 
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．現代日 の法的

「 立法権分有」の  

 
（1） 国の法 の 法

的 「 的 」の を  

さま まな先進的な条例が作られてい

ますが、国がその分野を法 で している

場合、あるいは が国の法 をさらに実

に すた に特定の分野を している場合

に、それを するような を条例で 定

すると、国の法 の が ます。

この法的な こそが対 的対 の を

ちます。 
現 日本の法的 における多 な「対

立法権分有」の実例をいくつか ると、

条例などが、国の 制立

法に対する上 せ 制を ってきました。

は、国の法 があらか 定している分野

は法 が先 しているので、条例で上 せは

されないとされてきたわけですが、

制の と条例の先進 という点から、世

が条例の うを した 、条例による

上 せが 化しました。 
なお、これに関しては、例えば国が

法などを 正して、この分野に関して

は条例に上 せしてよいと くことで、条例

の 法 が まりました。このように上 せ

条例の制定による国の法 の は、国と自

治体との対 的対 の成 と ることができ

ます。もっともこれは、国の法 に 定

があるので上 せが られた、という に

国がこだわった とも言えます。しかし国

の法 による の有 にかかわらず、

なら上 せ条例は られるということを

明した事例と る きです。 
テル 制条例では、いわゆる

法や 館 法では 制できないよう

な テルを が 制するた 、

の 部分で を大きく るとか、 テ

ルとして い らいように に関するい

い な を作ることで、事実上 テル

を てさせないようにした条例でした。これ

については 200 年に が 法

と し、 年に が しい 明も

加えずに上告 びに上告 理の 定を

したので、その 法 が られた事案です。

ただし、 テル に関して 館 法の

を たしているものに条例でさらに 制

を加えるということは法 に するのでは

ないかとの いはありました。 では、

真っ向から 館 法 上の上 せ 制をする

のは されないけれども、この条例ではい

い な 定を けていて、事 が せば

が例外的に することもあることに着

しています。そして、 館 法に する

ような上 せ 制を 部の もなく制度化し

ているわけではなく、いくつか け も作っ

て 者の き る を しているから、この

度の なら されると したのでした。

私はこれを「部分的、 定的な 」と呼ん

でいます。国の法 に真っ向から するの

ではなく、部分的、 定的な にす ない

からこの 度は大 に ていいのではないか

という がたまに ます。そういう意味で

に 味 い事例です。 
神奈川県の 特例 条例事 につい

ては、私はこの の上告 で神奈川県 の

定意 を きました。 定意 の中で

は、現 民主主義 から かれる日本国憲法

の国民主権の によれば、自治体 の主 、

この場合は国の地方 法に部分的であれ

しなければ神奈川県の が するおそれ

があるという神奈川県 の主 に、 条例

を けるに りる と合理 が

られる場合には、地方 法に部分的、 定的

に しても、憲法がこの条例に 法 を

るという理 を ました。 
神奈川県の 特例 条例事 につい
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ては、2010 年に が、神奈川県

の条例は地方 法に しないという を

下しました。本 は、大 の の

を 年 にわたって する制度を地方

法が定 ているのに、それを い ちにし

てその 20 度を神奈川県が るという条例

でしたから、確かに の制度をある

度 するような を発 するものでした。

しかし は、これをやらないと の

神奈川県は する があったとい

う特 事 に理 を し、 方では条例が国

の法 に部分的に しても されると言う

に しい を しながら、 的にはこの

神奈川県の条例は国の法 に しないとい

う言い方をしました。上告 の 2013 年

では、地方 法が に対し 年

にわたり の を ている制度

を神奈川県の条例が していることは明ら

かである 上、この条例は地方 法に し

ていると言わ るを ないとする 法 を

し、 が わってしまいました。 
なおこれ 外にも、自治体の条例が国の法

に しているのではないかと われる事

案に関し、 で 法 が下されている

ものもあります。しかしそれは、国の法 に

しているからというよりは、比例原

や 義 という、人権保障のた の

法の 原 に していることを捉えたも

のが とんどです。国の法 に したこと

自体を捉えて 法としたのは、神奈川県

特例 条例事 の らいしか

なく、そういう点で神奈川県 特例

条例事 は例外的な事例と考えて、

その を限定した方がよいでし う。 
 
(2)国の（立法 ）意 の 治 意 の

の 「 的 」と  

の 外の場 でも、自治体意思

が国の意思に することがありますが、こ

こにも対 的対 を すことができます。 
たとえば、定 外国人に対する

きに関して、 は定 外国人であっても

を 制しており、関 関には し

ない定 外国人の告発義 を す法 があり

ました。とこ がご のように、川 は

告発せずに事実上の をしようとしました。 
神 が、 明がない限り、

の であっても自治体 理 に させな

いという「 神 方 」を定 たた 、国

の と を こしたこともあります。  
さらに日本はまだ を ていません

が、 では 区や が ー ーシ

明制度を作って、 ルに 定

の法的保護を えようとしています。実 に

は ら国の 制度を するものではない

のですが、世の中の意 を えることに

するという意味で、 の合法化に する

ものであることは確かです。 
 
(3)国の意 と 治 意 との「 的 」

の 的 の 方 

国の意思と自治体意思とが法的に、あるい

は事実上さま まな を こし、それが対

的な対 となった場合の 着のあり方も多

です。これまでの事例の全てについて、自

治体 が国の立法意思に対し や した

ことが、 に正 あるいは であったかど

うかは の 地があることは ます。ま

た、いくつかの条例については が 法

を下していることも るを ません。 
しかしながら神奈川県の条例については、

の とは別に、この を て地方

法の法人事 の中に 部分ですが外

制度が されました。神奈川県条例

の真の 的は、 があっても、県の ー

スを けている限りはその の に

て を って しいというとこ にあり

ました。 にも を わせるという
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求は法 正で実現したのです。 
地域 にその と合理 とが 度

あるような の として、国が法 正を

うという状態は、「対 立法権分有」の

な です。 に けたからといって、

ずしもそれで立法権分有がなかったわけで

はありません。 
 

．日 国 法 「 立法権

分有 」 の  

 

（1） 法  

地域的主権 の「場」の保障 
「対 立法権分有」の考え方を広く

てもらうた には、憲法 92 条に定 られた地

方自治の本旨の 定を することが

です。地方自治の本旨の真の意味は、地方自

治体を国民主権の地域的な の場とすると

こ にあります。憲法 92 条の地方自治の本旨

と憲法 文 び 1条の国民主権の 2 つの憲法原

理の 分 を して まし う。 
まず国民主権については、現 民主主義の

発展を まえてこれを するならば、国

民主権原理からはもはや国民の意思 定を国

会に 化させる意味は かれないと る

きです。 し 、国民というのは全国的なレ

ベルで 動する と、地域的に 動する

の 方を せ つと考え、このように

を せ つ国民が、それ れの 関 に

国と地域の多 的な 関を て、

的、 的に主権を することこそが、

現 国民主権の法的な になります。 
このように考えると、国民主権を地域的に

する場こそが地方自治となるわけです。

そうである限り国民主権を地域から、地方自

治体を て することもあるわけで、地

域からの主権 が国会を た主権 と

することは 分にありえます。この

は、どちらか 方が 対的に すると考え

ることはできず、 者が対 を が

られることになります。ここに憲法 92 条の地方

自治の本旨の が関わってきます。 
 

「対 的な全権限 」の保障 
地方自治体は国民主権の地域 の場であ

るという考え方や、地方自治は対 の立法

権分有の を という考え方から、 民

自治や団体自治、あるいは第 3の地方自治原理

としての な 割分 という考え方も 分

に き されます。ここで な原理が「対

的な全権限 」の考え方です。 
日本国憲法は 9 条で条例制定権を てお

り、地域に な全ての事項について 自治

体に条例制定権を保障する考え方をとってい

ます。これは憲法学者の ならず、より体制

に い 法学者にとっても 的な考え

方で、いわゆる「条例制定権の憲法 授権

」と呼ばれるものです。これに従って、地

域にとって だと思うことは条例で全て定

てよいというのが「全権限 」です。 
もっとも従来の い の場合の「全権限

」とは のようなものでした。すなわち、

地域にとって だと地方 会が考えるもの

は でも条例で定 てよいが、憲法 9 条はあ

くまでも条例制定権を「法 の 内」とし

ているので、国の法 に しない限りとい

う限界が自治体の「全権限 」には されて

いると考えていたのです。 
に日本国憲法には、 定の分野について

は法 で定 ることを義 けるいわゆる法

定主義を明 した 定があります。1 つ が

。憲法 31 条には は法 で定 ると い

てあります。2 つ が 権 制。憲法 29 条

2 項には 権の内容は法 で定 ると いて

あります。3 つ は 。憲法 30 条や憲法 8
条では、 法 主義と言われるように に

ついては法 で定 ると いてあります。

い では、この 3つの分野は国の法 の が
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できるのであり、法 が条例に明 的に

していない限りはこの分野を条例で

してはならないとの考え方がとられていまし

た。 い の中にもこれを るも

のがありました 大 条例事 。 
しかし現 の では、 や 権 制

や に関して法 でこれを定 るという憲

法の 定の意味は、民主的な 会による立法

で 制しなさいという意味にす ないと さ

れるようになりました。つまり民主的な立法

の中には地方 会の条例も るのです。 
また い では、例えば国の全国的な

動などは、その からいって条例で

制することはできない、国の法 で 制しな

くてはいけない、本 的にそういう特定の分

野があるはずだという もありました。こ

れも現 の では 定されています。現

のように 度化し 化した 会では、本

的に国の事 と地域の事 を区別することは

できない。 者が に り合って、

せ るを ないというのが たり で、そ

ういう中では全国的な 動も環境保護や

の 理も、その 々が全国的な方に関わ

りが いとか地域の方にかかわりが いとい

うような はあるにせよ、国も自治体も関

わりがある 上、 者が り れで関

せ るを ない、そういう がある分野

ばかりになっているということです。 
従って、現 たとえば や といった

に関しては国の法 で に 制してい

ますが、法 は自治体の条例に比 て原 的

に するので、国の法 で 定している限

りで条例がそれに するような 制を

かけられないでいるにす ないとする考え方

が主 になりつつあります。つまり事 の

による国と自治体の事 の本 的区別 は

ますます成り立たなくなっているのです。 
さて、すでに たように い におけ

る「全権限 」の考え方では、自治体からす

れば地域に なことはなんでもできるけれ

ども、国の法 がその分野に関してそれ 上

の 制を する 旨を っている場合には、

国の法 に できないので、その分野を条

例で定 ることができないというものでした。

しかし しい考え方では、国民主権を多 的

に理 しなければなりません。それは、国会

の立法が に正しいわけではなく、あくまで

もどこかの立法意思が 定的に すること

を ないと 状態が るから、国会

の立法意思がとりあえず するにす ない

と考えるものでした。 
そうすると、この分野は国会の法 がすで

に 限度の 制をしているので、これ 上

の 制をしては だと定 ていたとしても、

地域の でより の 制が と考えた場

合にその と合理 が 分に られる

ものについては、自治体の でさらに 的

に 制をし、かつ国の法 に するような

制をしてもなお 法だと考えないと、国民

主権の地域的 の「場」としての自治体に

「全権限 」を保障したことを 意味にして

しまいます。 上のように や を ない

ときには、国の「全権限 」に してでも

自治体の「全権限 」に 法 を る考え

方を「対 的な全権限 」と呼びます。 
憲法 92 条では、地方自治の制度に関しては

国の法 で定 るけれども、あくまでもそれ

は地方自治の本旨に 合するように定 なけ

ればならない、と いてあります。92 条にま

ともな法 を る を るならば、

自治体が地域の でや を ず しなく

てはいけないものを するような国の法

に 法 を るというのはおかしいわけで

す。地方自治の本旨を 先して するなら

ば、国の法 が自治体の条例よりも する

のは、あくまでも地方自治の本旨に 合する

ような国の法 の場合に限られるはずです。 
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(2) 法学 現 的 立  

「対 的な全権限 」の考え方に対しては、

憲法 1 条を しているとの が せられま

す。 1 条は国会を国の の立法 関と 定

しているので、 原的ないし第 1 的な立法権

を つのは国会だけだというのです。 
確かに憲法 1 条では国会は国の の立法

関とありますが、「国の」と いてあるわ

けです。「国の」という文言に着 すれば、

「全国レベルでは」という 旨で ことが

できるわけです。全国レベルで 権分立を考

えると、国会と内 と の 3つしかないの

で、この中では国会が立法権を するとい

うことを憲法は定 ていますが、国と地方と

の関 については、憲法 1 条は明文で明確に

は も言っていないと考えられます。 
その上で憲法 92 条の地方自治の本旨、すな

わち地方自治の本旨に するような国の法

は になるという考え方を せ と、国

と自治体が 状態になったときにとりあえ

ずどちらか するのかをあらか 定 て

おかないと 状態になってしまうという

ことに て、憲法 1 条は国の法 が す

るという 旨を んでいると ことができ

ます。しかしそうではあっても、国会の が

地方 会との関 で立法権を するという

とこ まで はありません。 1 条は国

の法 の原 を意味するにす ないと

することには 分な合理 があります。 
言い えれば、地域的な あるいは現

場から た地方的実 の有 という 点か

ら、 と合理 が 度 られる場

合には、比例原 などの法の 原 の

を条 としつつ、例外的に条例が国の法 に

することまで地方自治の本旨が てい

ると すことは 分にできると思います。 
これは ながら、 例の ならず、

国の や内 法制 の 、いわゆる「

法学」でも だ 分に け れられていま

せん。 は、法 の明文の 定また

はその 旨に する条例は に 法である、

例外的に合法になることはないとの を

に しています。 
とこ で、国の法 で定 られた分野につ

いては自治体の条例は 関 してはいけな

いという い考え方を 定した有 な 例と

して 19 年の 安条例事

がありますが、これは「対 的な全権限 」

とはいかなる関 に立つのでし うか。

安条例事 では、国の法 の

旨や内容を 本としながら、国の法 と自

治体の条例の 者の 旨・ 的・内容・

を しているかどうかを して、 し

ていないと なしうる場合には条例に合法

を てよいという考え方を しました。こ

れは「 的 」と呼ばれています。 
この には が されています。

国の法 の 旨・ 的・ と、条例の

旨・ 的・ の 者を して、 者が

していないと ないかどうか ると言

っていますが、 しているかどうかの

となる は、あくまでも国の法 の 旨に

限定されているのです。 安条例が する

とされたのは国の 法です。

法が 進 制の 旨を っているので、

国が考えていることを、より 制する条

例がな いのかと言っている。国の法 の

旨に っていれば、条例が しても す

ということです。 
そこで国の法 が、自治体の条例に対しこ

れ 上 制するなということを法 に明文で

定 、あるいは 旨からどうしてもそのよう

にしか ないという場合には、条例がさら

に上 せ 制をする場合には、国の法 の

旨・ 的・ から ると条例が 法と な

される限界を っています。「対 的な全権

限 」を るには、国の法 の 旨ではな

く地域的 を 先させる を
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が です。 
 

(3)「 法学」 年の分権改革 え

 

では、 年の分権 はどうでし うか。1999
年の地方分権 法により 2000 年の地方自治

法 正がなされましたが、その 、国と自

治体との対 や関 の法定化、あるいは

定の権限の自治体 の が われました。

とこ が国 は、こうした分権化に対しては

国の から たな法 を定 、あるいは

国の を 定した い法 をそのまま す

ことで、 は法 で自治体の自主立法権を

り ける状態は わりませんでした。これ

がいわゆる国の法 による自治体の条例の

け、義 けというものです。 
その これを しなければならないとい

う考えが まり、例えば 200 年の地方分権

進 会では、従来の は 権分権

にす ず、これからは「立法権分権」をしなけ

ればいけないとの主 がなされました。その

、いわゆる地方自主 法が にもわ

たって作られました。国の法 による自治体

の条例の けや義 けの ・ を

し、そのた に国の法 を 別に 正し、

部分については「 す き 」とし、

それ 外は に 考にすればいいという「

の 」や、 が ければ な「

」の テ ーを けることで、「立法権

分権」と言われるものが 定 度なされまし

た。しかしこれは、中 の がなされ

た限りで国会が地方自主 法を 定

るものであり、国が 容した限りでの け、

義 けの にす なかったと言わ るを

ません。 
これに対して、国の法 がそのように し

ていなくてもどうしても地域が であると

するならば、国の法 の とは なる

で 制 化なり、 制 なりをしていいと

いう、条例による国の法 の 的な上 き

権の考え方も されました。この上 き権

に関しては、 法学や は に 定的

です。1999 年の地方分権 法の立法者の場

合も、国と自治体の「立法権分有」までは

ておりません。それは 、地方自治とい

うのは地方の自主 であるとか、条例は自

主的な 立法であるというような考え方が

しているからです。 
例えば、2000 年に成立した 正地方自治法

の 1 条の 2 第 1 項は、 のような 定になって

います。地方 団体は、地域における

を自主的かつ 合的に実 する 割を広く

い、国は 民に な はできる限り地方

団体に ることを 本とする、といっ

た き方です。ここでは自治体に る き

ものが、 治権とか立法権ではなく、 権

であることを ー するような言葉 いに

なっています。 
にこの条文には「地域で 理できるこ

とはできるだけ地域に し、国は地域でやれ

ないことだけをやる」という の原理が

されていると言われます。しかし、この

の原理を定 たとされる「 ー 地

方自治憲 」では、 原理の定義に

という言葉は っていません。自治体で 理

できる は自治体で 理する、自治体で

理できない を国が 理するという うに

「 」という言葉になっています。 と

いう言葉に り んだうえで、 な を

全部自治体がやりますと いてある日本の

正地方自治法に 原理を るのは、私は

どうしても があります。 
こうした考え方をとると、国の法 で 別

に条例が上 きしてよいと定 ていない限り、

的な条例の上 き権は されないという

考え方が てきてしまいます。たとえば地方

分権 進 会第 3 告は、憲法 1 条

が国権の 関たる国会に立法権を さ

憲法92条地方自治の本旨と立法権分有の思考　11
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せていること、 9 条が法 の 内での条

例制定権を定 ていること、憲法 3 条 や

内 法 11 条などが に法 の を求

ていることなどを として 、条例によ

る国の法 に対する上 きを るには、

別的な立法による が だと言ってい

ます。ここで し いのは、憲法第 3 条

の内 の 制定権に言 してることです。 
は 立法にす ないので、内 の

が国会の法 から 立して自分 に法

に わるものを定 るというのは、民主主義

国家では されません。大日本 国憲法には

の や 立 が定 られており、

国家の や の という理 で国

会の法 とは別に、 の の下に内 が

で法 に わるものを に作ることがで

きました。日本国憲法はそれを 定するた

に 1 条で国の立法権は国会が すると定

たのです。つまり、内 は国会が法 を作っ

たことを けて、この法 を実 に すた

に を定 るにす ないのであり、国の法

による がない限り 自に法 に わる

を作ってはいけないということは明 な

のです。しかるに上 の 告は、条例を だ

に国の と レベルで捉えているのです。

これが 法学の特 で、 に です。 
法学がこのように るのは の理

があります。日本の法 学がベースにしてい

た ンスや の考え方では、立法権を

連邦と分有する連邦国家の州の場合は別です

が、 を 例とする自治体については

治体ではなくて 体と なします。

でも ンスでも自治体に条例制定権を

ていますが、自治体は 体に ないの

で、条例も と とされ、しかも

下の地方 と なされることになりま

す。日本国憲法は地方自治に関して

の が いのですが、この分野は います

。 では、地方自治は文言的にも

的な理 でも、地方の自 治という

を っています。日本国憲法はその を

けているので、条例も内 の のような

立法ではなく、国の立法と でこれと

立するもう つの立法であるはずですが、こ

れはなかなか られません。 
 

「部分的 的 」 法

を 法 の  

 
それでも がまったく えないわけでは

ありません。神奈川県の 特例 条例

事 の は、 で 定されてし

まいましたが のようなことを ていまし

た。現 会は に で 度であるから、

さま まな法制度、 するに立法主体が

するのが たり である。さま まな立法が

する 上、 者の で 関 が きる

のも 方がない。大事なことは、この が

きたときに、 方が 方の な部分を

定しないことだ。従って、条例も法 も

立法権と た上で、部分的な や 合を

した上で、条例が国の法 の な部

分を 定しない限りは、それを とは な

さないというものでした。私は しても憲

法上 法と なす きだとの理 を展開して

しかったのですが、 は には「

しない」いう言い方をしていました。それゆ

え が「 している」として を

してしまったのですが、下 のレベル

であれ が「立法権分有」を つつあ

るというのは に大事なことだと思います。 
まと として たいのは、日本国憲法の「立

法権分有」というのは、国、すなわち中 と

自治体とで 成する 体としての日本が、よ

りよい立法を実現するた の国の立法権と自

治体立法権の 働システムだということです。

この考え方は世界の分権 にも大きな

を えることと ています。 
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(1) 「 」 

 日本の 正 労働者 は、 が 年

月に した「 年 本 」

によると 人にの り、全労働者の 割

く に達しています。神奈川県の

正 者比 は で、全国 を上

回り、 県で に い となっ

ています。 

こうした 正 労働者と正 労働者との

は大きく、 労しているにも関わらず

安定した のできる が られない状態

は「 ー ン 」と呼ばれ、 年大きく

ー されてきました。 

 正 労働の は を う自治体 場

でも わりありません。 年の

によると、自治体で働く 正 の は

人にの り、全 の 分の１となっ

ています。自治体の 正 はその

態から、「 的 」「 」

の 類が し、 として「 ・

」と呼ばれています。 
・ の については 的

な法 がなく、 １の 類 に いて

自治体ごとに の で が われ

ています。 ・ の多くは自治体

における 的 に 的に従事している

にも関わらず、そうした働き方を想定した法

制度が されていないのが実態です。 
・ は 安定な ・ い

といった民 の 正 労働者と す

る に加え、法の という の世

界特有の が上 せされています。こうし 
た現状から、 を う ・ は

「 ー ン 」とも されています。 
  

(2)「会 年度 」 度の  

 こうした ー ン の

会 化や法制度の の現状

に対し、国も対 を ら るを

なくなり、 年 月には地方

法 下、地 法 ・地方自

治法が 正され、 年 月から

たに「会 年度 」制度

が開 されることとなりました。

正の ン は、特別

 

の 分  

－会 年度 度の を えて－ 

 

（ ） 地方 治研究 部  

大   

図表 1　自治体臨時・非常勤職員の名称と任用根拠

特別職非常勤職員

一般職非常勤職員

臨時的任用職員

地方公務員法第3条第3項第3号に規定する臨時又は
非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員若しくはこれら
の者に準ずる者として任用されている者

一般職として期限付任用されている者（一般的に地方
公務員法第17条に基づく任用とされている者）

地方公務員法第22条第2項又は第5項に基づき臨時
的任用されている者
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・ 的 の を 化したう

えで、 を会 年度

と たに 定し、その 制度を明確化する

というものです。そして、会 年度

には を えるとしました。現 、

的・ 的 に従事する ・

の の とんどが、 年 月の法

と に、この会 年度 の に

することが まれています。 

 制度の開 に向けて は、 年

月に 会 年度 制度の に向け

た事 理マ ル 第１ 下、

年 マ ル を発 し、そ

の中で 自治体に対し、現 の ・

がどのような ・ 実態で

されているかについて、 て するよう

求 ました。現 の ・ の

実態をまず正確に しなければ、 制度

の な が えないた です。 

 
(3) の 的 

 労働 合としても、 ・ の労

働条 を し、 ー ン の状態

を するた に、

・ の

現状を したうえ

で、 制度に向けた

を自治体 と

っていく があ

ります。 
 本 考では、川

における ・

制度につい

て、その や

・労働条 など

について したう

えで、 制度の

にあたっての展 を

労働 合の立場から

いて ます。 
 
１． の  
 
(1) の の  

 

特別 は地 法第 条第 項第

に き されています。ここでいう

特別 とは、地 法第 条第 項に 定され

ている を します。 
その 類を例 すると、 について

は地方 団体の 会の 、

しくは 意によることを とする

や 会 、 法 は条例、地方

団体の しくは地方 団体の 関の定

る 定により けられた び 会

会その これに ずる者を 。 の

成 の で は のもの、

県労働 会の の で のもの と

なっています。 
そして、これらと んで 法 条 項

に、「 は の 、 、 、

びこれらの者に ずる者の 」が

図表 2　 「会計年度任用職員制度」導入等に係るスケジュール（想定）

『2017 年総務省マニュアル』より抜粋

「会計年度任用職員制度」導入等に係るスケジュール（想定）

改正法公布H29.5.17

マニュアル（第１版）（案）の提示

マニュアル（第１版）の提供、説明

マニュアル（改訂版）の
提供、説明

ブロック会議など各種会議
における制度解説

全国人事委員会事務局長会議
全国人事課長・市町村課長会議

地方公共団体への意見照会
H29.6月下旬

H29.7月中旬
H29.8.23-24

H29年度末
人
事
・
給
与
シ
ス
テ
ム
の
改
修

H32.4.1 改正法施行

臨時・非常勤職員全体の
任用根拠の適正化

意見照会締切り

総務省 各地方公共団体
会計年度任用職員

制度の整備

・特別職非常勤職員
の任用の適正確保
に向けた検討
・臨時的任用の適正
確保に向けた検討

臨時・非常勤の
職の再設定

任用、勤務条件
等の検討

任用、勤務条件
等の確定

職員団体等
との協議

関係条例（案）を議会へ上程
関係規則の制定改廃

H31.春～

会計年度任用職員の採用

会計年度任用職員の募集開始

予算要求
・措置

※これより早い段階での制度整備もあり得る

※

臨時・非常勤職員の実態把握
（人事当局による統一的な調査）
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定されており、 的な に従事するた

に労働者 が いとされる は、こ

の条項に き されています。 
これらの特別 の地方 には、地 法

条 項の 定により、地 法が されな

いとされており、したがって、労働者 の

い にも地 法上の労働条 が

されません。 方、特別 ではあって

も地 法上の地方 ではあるた 、

の地方 と 、 ー 労働法や労働

法、育 ・ 護 法といった民 労働

諸法の多くも となっています。そのた

、自治体で働く「労働者 の い」特別

は、「法のは まの 」などと

されてきました。 
 

 

 は地 法第 条を に

され、特別 と なり原 として 条文

の 定が となります。 

しかし、 条は「 の に を た

場合においては、 権者は、 、 、

は のいずれかの方法により、

を することができる」と 定しているの

であり、条文中に「 」 の文言がな

い の理 から、 たして本条項に いて

を することが かど

うか が ります。 条を に

を することが と考えてい

る自治体も多く、 も、 年 月に

りまと た 「地方 の ・

び の の り方に関する

研究会」報告 において、 ・

の 上の として、「

として すること自体に を つ自治

体もあり」と しています。 
 

的 （ ） 

 的 は地 法第 条に き、

正 の特例として、 の場合や の

に関する場合に でき、 は

月の で 回 １回、 １年と定 ら

れています。 
そもそも の であり、 年度の 月に

は がその を ることになるとい

う想定での制度 であるた 、 は く、

回 も限られていました。とこ が、人

による人 の中、人 が りな

い部分を う 的で を 的に

する自治体が え、そうした自治体では、

と なされないよう、 と の

に「 」を けたうえで、１年の

を 度も り すといった がなされてき

ました。 
 上のことから、 として自治体の 正

の である 類 は、す て

上 らかの を えているといっても

言ではありません。 
 
(2)  

川 における ・ は、「

」と「 的 」に分けら

れます。そのうち、 は「川

に関する 」に いており、

その第 条において、「 とは、地方

法第 条第 項第 に 定されている

をいう」と定 られています。 
よって、川 の は 類 の

うち特別 ということになります。

また、 的 は地 法第 条に

き、「川 的 」によ

り されています。 
上から、川 における ・

の 態は「特別 」と「

的 」の つの類 で されてい

ます。 
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． の と  
 
(1) 国 の  

 が 年に実 した 地方 の

・ に関する実態 下、

年 によると、自治体で

働く ・ の は、合 で

人であり、 回の が われた 年と比

て 人 加しています。その内

は、 的 が も多く 人で、

いで特別 が 人、 に

が 人となっています。 

なお、 における ・

の は、合 で 人となっており、

年と比 て 人の となっています。

その内 は、特別 が 人と

割 くを 、 いで 的 が

人であり、

は 的

に なく、 人と

なっています。 
 
(2) の  

 年

によると、川

では 人の ・

が して

います。そのうち、

人が特別 の

として

され、 人が 的

として さ

れており、 の

として さ

れている は し

ません。なお、川

における は、

の 成 年

年 地方

団体定 理 によると、 部

と教育部 を した普 会 部 く

の合 では 人となっており、

会 分 ・上下 は 人となっ

ています。 

 ・ の 別内 は、

は 人、 人であり、

的 は 人、 人となっ

ています。いずれも に比

の が多くなっています。 

 ・ の 別内 は、

は「 事 」に従事する者が 人

と も多く、 いで 作 などの「

労 」が 人、「保育 」が 人とな

っています。 的 では、「保育

」が 人と も多く、 いで「 護 」

の 人、「 事 」の 人という に

図表 3　臨時・非常勤職員数（政令市）

図表 4　臨時・非常勤職員数（川崎市）

『2016 年総務省調査』を元に作成

『2016 年総務省調査』を元に作成

特別職非常勤職員

※1　1週間あたりの勤務時間が常勤職員の 3／ 4 を超え、かつ、フルタイムでない者

※2　1週間あたりの勤務時間が常勤職員の 3／ 4 以下の者

39,789

3,966

14,291

58,046

2,236

835

10,358

13,429

22,089

729

1,829

24,647

15,464

2,402

2,104

19,970

区 分 計
フルタイム 3／4超※1 3／4以下※2

計

特別職非常勤職員

※1　1週間あたりの勤務時間が常勤職員の 3／ 4 を超え、かつ、フルタイムでない者

※2　1週間あたりの勤務時間が常勤職員の 3／ 4 以下の者

899
1,107
0
0
47
462

946
1,569

0
0
0
0
36
178

36
178

232
209
0
0
4
99

236
308

667
898
0
0
7

185

674
1,083

区 分 計

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

フルタイム 3／4超※1 3／4以下※2

計
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なっています。 

・ の 態は、１ の

が と の「 ルタ ム」

の は にはおらず、全体の

である 人が「 の の

１ 下」で働いてい

ます。 りの 人は、「 ルタ ム かつ

の 上の 」で働いて

います。 的 は、「 ルタ ム」

の が全体の である 人となってお

り、 の 下の 」が

人、「 ルタ ム かつ の

上の 」が 人となっています。 

 

． の  
 
(1) の  

 自治体で働く のうち、 は地方

自治法 条１項で「 び を しな

ければならない」とされており、 項で

できる諸 の 類が されています。 
 方、 は、 法 条の 第１項

で「普 地方 団体の の に対し、

報 を しなければならない」とされ、ま

た、第 項で「 を うた する の

を けることができる」と 定されてい

ます。つまり、 の は や地

方 の 理者や と 制度 に

かれており、 は に される

「 」ではなく、あくまで「報 」と

けられます。 
 
(2) の の  
 川 の は、「川

に関する 」において、報 と

が されることが定 られています。

報 の内容は第１ から第 までに分かれ

ており、第１ 報 は び

が し別に定 るとされており、

における「 月 」にあたるものです。ま

た、第 報 は

であり、第

報 は 外 に

対する報 となります。 
第１ 報 の は、

川 が

で とな

った場合の 条 を

定 る「川

に る

」において

と定 られて

おり、それ 外の

もこれに

であることが

的です。 が

である について

はこの に上 せと

図表 5　臨時・非常勤職員　職種別内訳（川崎市）

『2016 年総務省調査』を元に作成

臨時的任用職員一般職非常勤職員特別職非常勤職員

737）

0）

46）

103）

78）

48）

  （14）

127）

（43）

18）

400）

（80）

1）

14）

49）

385）

（0）

一般事務職

事務補助

技術職員

医師

医療技術員

看護師等

（うち看護師）

保育士等

（うち保育所保育士）

給食調理員

技能労務職

（うち清掃作業員）

教員・講師

教員・講師（義務教以外）

図書館職員

その他

（うち消費生活相談員）

計 2,006）A

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68）

0）

1）

1）

44）

91）

（80）

194）

（125）

0）

29）

0）

0）

43）

4）

34）

0）

509）
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なり、例えば保育 保育 を例に ると、

「保育 保育 」にお

いて、月 と定 られています。 

 この報 について、 年

に く 比較を、保育 を例にとって

って ます。特別 として保育

を している団体は川 を あ

ります。 の「報 の１ たり

」の は、 となっています。川

の は であり、 よりわずか

に い状 となっています。 

 この報 体 については、 の

体 と なり、川 においては する

がありません。 会 の 報 の

や ・ の の を する「川

特別 報 会」において、 年

に き下 が されたことを け、

の報 月 も き下 られたという例

はありますが、 の報 月 が

き上 られた例はありません。 

 また、地方自治法 条 項は に

することができる諸 の 類を し

ています。しかし、 には諸 は

できないと 的に なされていること

から、「川 に関する 」

においては諸 の に関する 定はあり

ません。そのた 、川 の に

は、 に

されている

などの は

されていませ

ん。 
 
(2) の

の  

 の法的

けは、正

と く地

法 条に いて

いるた 、 の は地方自治法 条

に定 られた の法 の を けるもの

です。 
川 では「川 的

」において、「 の は、 、

外割 、 日 割 び

に する とする」として定 られ

ています。 は、 が定

る「 」に き、 ごとに

定 られています。 は、県内

の動向 を まえ、定 的に し

ています。 
 この川 における の につ

いて、 年 に いて保育

を例に って での比較を って ま

し う。 として保育 を してい

る団体は川 を あり、「報

の１ たり 」の は とな

っています 。 年 点での保育

の は であり、 よりわず

かに い状 となっています。 

 とは言え、川 の には、

と に に関する 定はなく、

などの は されていないこと

に わりはありません。 
 
 

 

なり、例えば保育 保育 を例に ると、

「保育 保育 」にお

いて、月 と定 られています。 

 この報 について、 年

に く 比較を、保育 を例にとって

って ます。特別 として保育

を している団体は川 を あ

ります。 の「報 の１ たり

」の は、 となっています。川

の は であり、 よりわずか

に い状 となっています。 

 この報 体 については、 の

体 と なり、川 においては する

がありません。 会 の 報 の

や ・ の の を する「川

特別 報 会」において、 年

に き下 が されたことを け、

の報 月 も き下 られたという例

はありますが、 の報 月 が

き上 られた例はありません。 

 また、地方自治法 条 項は に

することができる諸 の 類を し

ています。しかし、 には諸 は

できないと 的に なされていること

から、「川 に関する 」

においては諸 の に関する 定はあり

ません。そのた 、川 の に

は、 に

されている

などの は

されていませ

ん。 
 
(2) の

の  

 の法的

けは、正

と く地

法 条に いて

いるた 、 の は地方自治法 条

に定 られた の法 の を けるもの

です。 
川 では「川 的

」において、「 の は、 、

外割 、 日 割 び

に する とする」として定 られ

ています。 は、 が定

る「 」に き、 ごとに

定 られています。 は、県内

の動向 を まえ、定 的に し

ています。 
 この川 における の につ

いて、 年 に いて保育

を例に って での比較を って ま

し う。 として保育 を してい

る団体は川 を あり、「報

の１ たり 」の は とな

っています 。 年 点での保育

の は であり、 よりわず

かに い状 となっています。 

 とは言え、川 の には、

と に に関する 定はなく、

などの は されていないこと

に わりはありません。 
 
 

図表 6　臨時・非常勤職員の報酬の状況【保育所保育士】（政令市）
（報酬等の基本額〈初任時に適用される報酬額等の 1 時間当たり換算額〉）

特別職非常勤職員

一般職非常勤職員

臨時的任用職員

報酬の基本額

800円以下

0
11

（川崎市含む）

15
（川崎市含む）

02

0

0

0

1

0

0

2

2 1,327

1

9

1

0

3

1,145

1,048

8

1

0

800円超
900円以下

900円超
1,000円以下

1,000円超
1,100円以下

川崎市
1,060

川崎市
1,353

1,100円超
1,200円以下 1,200円超

（参考）
平均額任用根拠

任用

団体数
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． の

の  
 
(1) を  

 年 を に、川 にお

ける ・ の の特 について

て ます。ここでは、特別 と

的 の 方が している「保育

保育 」を例にとります。 

 まず、「 ・ を する理 」

として、特別 の場合は「特定の

に従事させる 、 と なる人事

理が であるた 」が られています。 

方、 的 の場合は「特定の

に従事させる 、 と なる人事 理

が であるた 」 び「 ごとに 、

正を て を することができる

た 」が られています。 の によ

っては、「人 を するた 」といった

上の理 を ているとこ も られま

すが、川 は なくとも の回

上は、そのような で ・

を していないことがうかがえます。とは

言うものの、川 の回 から ・

を する 的意義を すことは

しいものがあります。 
 
 (2) 度 の  

 の は １年であり、それ

が年度ごとに されるというのが自治体で

は 的です。川 でも、 の

は原 として１年 内であり、それを

回に限り することができるとされていま

す。川 では、 回の 回 に達した場

合は 度の を ないという、「 度

の 制限」が けられていました

年１月に 。 は 。

年 の で、 に対し

て川 のように 制限を けていた自治

体は、 の中では していません。 

図表 7　臨時・非常勤職員を活用する理由【保育所保育士】（政令市）

②特定の業務に従事させる等、常勤職員と異なる人事管理が必要であるため

②特定の業務に従事させる等、常勤職員と異なる人事管理が必要であるため

9団体

6団体

4団体

3団体

2団体

2団体

2団体

2団体

1団体

③任期ごとに能力、適正を見極めて適材を任用することができるため

⑦人件費を削減するため

⑦人件費を削減するため

特別職非常勤職員

一般職非常勤職員

⑥職員の新たな配置が必要であるが、常勤職員の定数枠が足りないため

①働く側に家庭の事情や体力等に応じた様々な働き方へのニーズがあるため

⑤人材が不足しており、常勤職員としての採用が困難であるため

④地公法上の規制が（全部又は一部）除外され、弾力的な運用が可能であるため
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

③任期ごとに能力、適正を見極めて適材を任用することができるため 5団体

4団体

3団体

3団体

1団体

1団体

2団体

②特定の業務に従事させる等、常勤職員と異なる人事管理が必要であるため

⑤人材が不足しており、常勤職員としての採用が困難であるため

臨時的任用職員

⑦人件費を削減するため

①働く側に家庭の事情や体力等に応じた様々な働き方へのニーズがあるため

⑥職員の新たな配置が必要であるが、常勤職員の定数枠が足りないため

⑧その他
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

←うち川崎市含む

←うち川崎市含む

←うち川崎市含む

※任用団体：12団体※任用団体：12団体

※任用団体：2団体※任用団体：2団体

※任用団体：16団体※任用団体：16団体
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 8

方、 的 は、地 法上、

は 月 内とされ、１回に限り で

きるものとされています。ただし、

と なり、 的 には 度

の 制限はないことから、川 でも

と なされないように 定の １

月 。 として 日 を けて

人の を り すという がなされてき

ました は 。 

年 で川 は、「 定

の中 を けて 年 上 している

がいる」と回 しています。川 は保育

保育 外にも、「事 」も に

年 上 している がいるとしており、

「 的」とは到 言えない 実態が

することを ることができます。 
 

 (3) の  

 「 」とは、 定の の 、

度の との に、 定の されない

を けることです。地 法第 条 項は、

「 権者は、 の場合 は の

に関する場合においては、 月をこえない

で 的 を うことができる。この

場合において、 権者は、その を 月

をこえない で することができるが、

度 することはできない」と定 ていま

す。多くの自治体ではこの条文から、 的

は１回の はできるが 度の

はできないものと なし、この 制を れる

た に を けることが 的となっ

ています。 
この点、 月 の は、 に

き き されたものなので「 」です

が、

年

は、

その

は

年度

主義の

原 の

もと、

年度

に

き

図表 8　臨時・非常勤職員の再度任用時の応募制限【保育所保育士】（指定都市）

図表 9　同一任命権者において 10 年以上同一人を繰り返し任用する事例のある団体（指定都市）

特別職非常勤職員

一般職非常勤職員

臨時的任用職員

応募制限となる任用期間

1年以内 10年超

16
（川崎市含む） 2

12
（川崎市含む）

1
（川崎市含む）

2 0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

1
（川崎市含む）

0

0

0

0

0

0

0

1年超～
2年以内

2年超～
3年以内

3年超～
5年以内

5年超～
10年以内

任用
団体数

制限あり区 分

区 分 任用団体数 該当団体数 割 合

（単位：団体数）

消費生活相談員

事務補助職員

看護師

給食調理員

教員・講師（義務教育）

教員・講師（義務教育以外）

保育所保育士

図書館職員

清掃作業員

15

20

20

20

18

18

20

18

15

6

7

7

7

5

5

5

3

2

40.0%

35.0%

35.0%

35.0%

27.8%

27.8%

25.0%

16.7%

13.3%

←うち川崎市含む（20年以上と回答）

←うち川崎市含む（20年以上と回答）
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方、 的 は、地 法上、

は 月 内とされ、１回に限り で

きるものとされています。ただし、

と なり、 的 には 度

の 制限はないことから、川 でも

と なされないように 定の １

月 。 として 日 を けて

人の を り すという がなされてき

ました は 。 

年 で川 は、「 定

の中 を けて 年 上 している

がいる」と回 しています。川 は保育

保育 外にも、「事 」も に

年 上 している がいるとしており、

「 的」とは到 言えない 実態が

することを ることができます。 
 

 (3) の  

 「 」とは、 定の の 、

度の との に、 定の されない

を けることです。地 法第 条 項は、

「 権者は、 の場合 は の

に関する場合においては、 月をこえない

で 的 を うことができる。この

場合において、 権者は、その を 月

をこえない で することができるが、

度 することはできない」と定 ていま

す。多くの自治体ではこの条文から、 的

は１回の はできるが 度の

はできないものと なし、この 制を れる

た に を けることが 的となっ

ています。 
この点、 月 の は、 に

き き されたものなので「 」です

が、

年

は、

その

は

年度

主義の

原 の

もと、

年度

に

き

 9

定された たな であって、それ の

は、 でなく「 度の 」だと する

こともでき、その場合、 ではないので

「 」を く はありません。

も、 年に発 した ・

び の について 下、

年 のなかで、「 の

、 度、 の 内容の に さ

れること自体は されるものではな」く、

「あくまで たな に て されたもの

と 理されるもの」という考え方を し、

を けることは ではないと明 し

図表 10　臨時・非常勤職員の再度の任用に空白期間を設定している理由【保育所保育士】（政令市）

図表 11　設定した空白期間の長さの理由【保育所保育士】（政令市）

10団体

1団体

5団体

1団体

1団体

3　空白期間を設けることにより、
継続した任用と見られないようにするため

2　恒常的な業務を担う正規職員との区分を明確にし、
臨時・非常勤職員の職であることを明確にするため
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ています。 
 さらに、自治体によっては、 会保 の事

主 分を回 するた 、 を

上に くし、実 的に した 関 に

あることを回 するた に を くと

いう を っているとこ も けられま

す。そうした自治体に対しては、 も

において、「 や 会保 を

しないようにするた 、 度の の 、

たな と の との に 定の

いわゆる「 」 を けることは

ではない」と しています。 
 年 によると、 の

うち、保育 保育 の 的 を

している団体は川 も で、そのう

ち が を 定しています。川

の場合、 年に けられた「川 的

」において、 度 する

場合は「 の日の 日から

して１ 月を した でなければ、その

者を することはできない」と定 ていま

す。ただし、 に「 分の 、

の の日の 日から して 日を

した に することができるものとする」

とする が けられました。

として 日 の を くという は

現 まで けられています。 

 川 は「 を 定している理 」

という いに対し、「 を けること

により、 した と られないようにす

るた 」 び「 的な を う正

との区分を明確にし、 ・ の

であることを明確にするた 」と回 してい

ます。 のなかでは、「 や 会

保 の 的な を けるた 」と回

した自治体も１団体 しました。 方、

「 定した の さの理 」という い

に対し川 は、 日という が

年から現 まで いているという さもあ

ってか、「 定している が 明確」と回

しています。 
 

． の の 度

 
 
(1) 「 」の改  

 年１月、「川 に関す

る 」 が 正されました。 正理 は、

１つに、 の きを し、

度の を うことができるようにするこ

と。 つに、 に 外 を

ることができる場合と 外 に対して

報 を できるようにすること、というも

のです。 
 
(2) 度の の  

 これまで、川 における の

については、先に たように、

は原 として１年 内であり、 成 が

な については、その

を 回に限り することができるとされ

ていました。また、 が特に であると

たときは、 を した

を 度 することができるとされてい

ました。そのた 、川 で働く

は、原 として で 年 しか働くこと

ができず、例外として 度 されたとして

も、 本的にはもう１年しか上 せできませ

んでした。 
 これに対し、 は 年

において、「 集にあたって、 の回 や

年 が 定 に達していることの を捉えて、

に に制限を けることは、

いの原 や成 主義の 点から ける

きであり、 な 会の の考え方を ま

えた な 集を うことが求 られる」と

し、川 のように 度の に制限をかけ

ることは ましくないとしました。 
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 これを け、川 は 年１月に「 」

を 正し、 を する には、

を たうえで 考を実 することとし、

の にあたっては、 回 が上限に

達した者についても、 考を た上で 度の

をすることを るものではない、とし

ました。川 で 年 働いた者でも、

の に 度 することが

となったのです。 
 
(3) の の  

 また、川 における の「

」には、これまで 外 びそれ

に対する報 についての 定が しません

でした。こうした状 が されれば、 ー

ス が する状 にもなりか ません。 
 そこで、 も 年 に

おいて、「労働 法が される

に対して 定労働 を える を

た場合においては、 に対し、 外

に する報 を す き」とし、

外 に対する報 の について

に り うよう求 てきました。 
これを けて川 は、 く「 」

正で、 には 外 を ずる

ことはできないという原 のもと、「

は の がある場合において、

に 外 を ないと の

に著しい 障が ると られ、 上

真に な状 が たと る場合に限り、

外 を ずることができるものとする」

として、例外的な 外 びそれに

対する報 についての 定を しました。 
なお、川 は 外 に関する「 」

の 正に先立ち、 外 が想定される

について に対し ン を い、そ

の 、 外 を発する があ

ると された に対しての 、「 」に

いてそれ れの「 」が されると

いう を ることとなりました。 年１月

の で、 の に対し 外 が

られています。 

 
．「 （会 年

度 ） 度」 の  
 
(1)「会 年度 」の  

 年 月、国会で地 法・地方自治法が

正されました。今回の 正の ン は、

正 でも、先に たように「

的 」「特別 」「

」というように自治体ごとに

が で も なるといった

正な 実態を 正するというとこ にあ

りました。 

体的には、「 的 」「特別

」 の を 化したうえで、

それ 外の ・ の は たに

けられる である「会 年度

」の に するというものです。

会 年度 には、 を える
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図表 12　会計年度任用職員制度　概略図

非正規公務員の制度はこう変わる
※2020年4月の施行が目標

人数は16年4月現在

特別職
約22万人

特別職

一般職
約17万人

臨時的
任用

約26万人

「学識・経験ある人」
に厳格化

臨時的任用

会計年度任用職員

新設

フルタイム

「常勤に欠員が生じた
場合」に厳格化

期末手当、
退職金などの対象
パート
期末手当の対象

朝日新聞 2017 年 3 月 8 日付朝刊記事より
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としました。法 は に したように

年 月からとされ、それに向け 自治体

で条例 などが現 われています。 
 

(2)「 ム」と「 ム」の 分 

会 年度 は、今回の地 法 正で

「 会 年度を えない 内で かれる

の 」と定義されています。そして、そ

の会 年度 を「１ たりの

の が を する を る

のそれに比し い であるもの」 ー

タ ム と「１ たりの の

が を する を る のそれ

と の であるもの」 ルタ ム と

いう つの類 に分類しました。川 をは

自治体で働く の は１

たり 分であるた 、それと

のものが ルタ ム、１分でも いも

のが ー タ ムとなります。 
会 年度 に対する として、

ルタ ムの場合には、 と 、「

」「 」 び 定の「 」が され

る、 ー タ ムの場合には、現 の川

の と 、「報 」 び「

」が されるとなりました。さらに、

ー タ ムの会 年度 には、「

」を できるとなりました。 
 しかし、このような ー タ ムと ルタ

ムという 態の いで 体 を え

る制度は、 が る働き方 の であ

る「 労働 」原 に しています。

また、 ー タ ムの会 年度 に

できる として だけを法定した

た 、その の 、例えば や地域

や を すると「 法」な り

いになってしまいます。 ー タ ムと

ルタ ムという区分は、 と会 年度

の に を るだけでなく、

会 年度 の での を る

ことにつながりか ず、 が です。 
 

(3) １年 度の の

 
 会 年度 の については、「そ

の の日から 日の する会 年度の 日

までの の 内で 権者が定 るとす

る」とされました。 で、 月１日から

年の 月 日まで、という になります。 

  は 年 月に発した の中

で、「従来の いと 、 の と

の 内容の が 年度 される場合、

の者が、 いの原 や成 主義の

下、 的な の実 を て 度 され

ることはありうるものである」としました。   

 方、 年 マ ル では、

「 度の 」について、「 の が

された」あるいは「 の に 度

された」という意味ではなく、「あくまで

たな に て されたと 理される き

ものであり、 り し されても、 度

の保障のような 権が発 するものでは

ないことから、 ごとに 的な 実

に き に従事する 分な を っ

たものを することが求 られる」として

います。 

 のとおり、現 の川 の

は、 は で１年 内ですが、 成

が な についてはその

を 回に限り することができ、

回 が上限に達した者についても、 考を

た上で 度の をすることを るもので

はない、とされています。つまり、現制度で

は「 成 が 」であれば、 本的には

年 はその で することが実 保

障されていることになりますが、今回の法

正により「 」という が られなく

なったた 、その保障がなくなったといえま

す。 
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となっています。まさに、この な事態

となってきた労働者の や ー ン

に、 も い を上 るを な

くなった です。 
民 と に、自治体で働く ・

の も 事者たちにとって で

 12

としました。法 は に したように

年 月からとされ、それに向け 自治体

で条例 などが現 われています。 
 

(2)「 ム」と「 ム」の 分 

会 年度 は、今回の地 法 正で

「 会 年度を えない 内で かれる

の 」と定義されています。そして、そ

の会 年度 を「１ たりの

の が を する を る

のそれに比し い であるもの」 ー

タ ム と「１ たりの の

が を する を る のそれ

と の であるもの」 ルタ ム と

いう つの類 に分類しました。川 をは

自治体で働く の は１

たり 分であるた 、それと

のものが ルタ ム、１分でも いも

のが ー タ ムとなります。 
会 年度 に対する として、

ルタ ムの場合には、 と 、「

」「 」 び 定の「 」が され

る、 ー タ ムの場合には、現 の川

の と 、「報 」 び「

」が されるとなりました。さらに、

ー タ ムの会 年度 には、「

」を できるとなりました。 
 しかし、このような ー タ ムと ルタ

ムという 態の いで 体 を え

る制度は、 が る働き方 の であ

る「 労働 」原 に しています。

また、 ー タ ムの会 年度 に

できる として だけを法定した

た 、その の 、例えば や地域

や を すると「 法」な り

いになってしまいます。 ー タ ムと

ルタ ムという区分は、 と会 年度

の に を るだけでなく、

会 年度 の での を る

ことにつながりか ず、 が です。 
 

(3) １年 度の の

 
 会 年度 の については、「そ

の の日から 日の する会 年度の 日

までの の 内で 権者が定 るとす

る」とされました。 で、 月１日から

年の 月 日まで、という になります。 

  は 年 月に発した の中

で、「従来の いと 、 の と

の 内容の が 年度 される場合、

の者が、 いの原 や成 主義の

下、 的な の実 を て 度 され

ることはありうるものである」としました。   

 方、 年 マ ル では、

「 度の 」について、「 の が

された」あるいは「 の に 度

された」という意味ではなく、「あくまで

たな に て されたと 理される き

ものであり、 り し されても、 度

の保障のような 権が発 するものでは

ないことから、 ごとに 的な 実

に き に従事する 分な を っ

たものを することが求 られる」として

います。 

 のとおり、現 の川 の

は、 は で１年 内ですが、 成

が な についてはその

を 回に限り することができ、

回 が上限に達した者についても、 考を

た上で 度の をすることを るもので

はない、とされています。つまり、現制度で

は「 成 が 」であれば、 本的には

年 はその で することが実 保

障されていることになりますが、今回の法

正により「 」という が られなく

なったた 、その保障がなくなったといえま

す。 

川崎市における臨時・非常勤職員の現状分析　25



 1

す。川 においても、 年 月に「川
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が自治体で するようになって 年 り。

この 、 ・ の ・労働条
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「 は きより きに れ」という言葉どお

り、正 の ・労働条 は し下 ら

れてきました。 場で働く者の で

ている を し ければ、いずれ自分に

ってくる、というのが、まさに自治体
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 権・安 権の レーンである 中

氏の は、「正 が 正 を して

いる。正 を 正 の に き下 れ

ば が する」というものです。また、
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年 月 日 日本 を つまでもなく、

化を なら、 労働者の

を求 るのではなく、す ての労働者の
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働者の に向けて り んでくれるこ
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・ なくそう ー ン  あなたの

マ の 正 の 「 き」

の   
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・ の地方 法・地方自治法 正

上 ・ 下   
上 治著 自治 研 年 月

・ 年 月  

・ 正  上 治著 日本  
・ 正 の現  化する   
 上 治著 日本  
・ 自治体 ・ の き 年 

 全日本自治団体労働 合  
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 編集後記

　2018（平成30）年の歳末が近づき、「平成」時代を振り返る特集が目に付く日々にある。この

30年の地方の動きを振り返れば、元年の「ふるさと創生事業」に始まり、地方分権の推進、「平

成の大合併」、「地方創生」などが挙がるが、何よりも大きな衝撃を受けたのは、阪神淡路大震

災と東日本大震災という 2 つの未曽有の大災害だった。その後も、局地的な自然災害が各地で

続いており、今や災害対策は自治体が最も優先すべき政策課題の一つに位置づけられている。

日本の国土が絶えず自然災害と向き合い、人々が復興への営みを繰り返してきた歴史への気づ

きは、まさに「平成の教訓」である。

　年が明ければ間もなく、代替わりの祝福ムードに世の中が包まれていくことだろう。「経済効

果」引き上げの戦略に踊らされ、現実を見失うことのないよう、「平成最後」となる初春は気持

ちを引き締めて迎えたい。
 

（谷本有美子）

巻頭言
　青山彰久さんの前号巻頭言「沖縄の人々の政治意思」に触発され、岡本太郎『沖
縄文化論－忘れられた日本』を再読した。岡本太郎は縄文土器にひそむ根源的な生
命力と美創造の発見者だが、戦後日本において、沖縄文化再発見の口火を切った人
でもある。岡本太郎は本書で、日本の深い歴史の層の下から、厳しい搾取と貧困に
たえながら透明で無垢の精神を保持してきた琉球文化の独自性を、芸術家の鋭い直
観と眼力でとらえている。沖縄の神観念を象徴する御嶽（ウタキ）を「何もないこと
の眩暈」との言葉で、充実する無の存在を言いあてる。また沖縄舞踊の精髄を西洋
舞踊や日本舞踊とは違う、やさしく、やわらかく流動する線の美にある、と的確な
筆致で描写する。日本が遠く捨て去り、忘れてしまった生活の肌理（きめ）と文化の
原形を探りあてようとした岡本太郎の狙いがじんじんと伝わってくる。名著である。
　本書は米軍占領下の沖縄への旅が元になっているが（初版は１９６１年）、日本復帰
時の再版本「あとがき」には「沖縄が本土に復帰するなんて、考えるな。本土が沖
縄に復帰するのだと思うべきである」とのメッセージが書き込まれている。この言
葉と、青山氏が指摘する「拒絶と受容」の狭間で、琉球人の誇りと抵抗の気概を失
わない純粋保守政治家・翁長雄志の姿はつながるものがある、と強く思う。
　岡本太郎には優れた東北論もあり、それを含め幾層もの時間が交錯し形成されてき
た日本の地域・文化に思いをめぐらしているとき、２０２５大阪万博の報を知る。東京
五輪の５年後だそうである。世耕経産大臣や財界幹部と手をとり合って喜ぶ松井知事
らの姿に、日本の政治の「いま」が赤裸々に見えてくる。
　大阪万博の跡地（千里丘陵）に、孤独に耐えるように岡本太郎の「太陽の塔」が立っ
ている。その異様な姿かたちに瞬間、受け入れがたい感情がおこる。だがしばらく
眺めていると、何とも憎めないユーモアあふれる姿がせりあがってくるようで、自
然と笑いがこみあげてくる。多くの国民に太陽の塔の記憶が消えない理由は、この
笑いにあるように思う。７０年大阪万博のテーマは「人類の進歩と調和」だった。こ
の言葉には科学技術進歩への無限の信頼と、敗戦から立ち直り、欧米先進国に追い
ついたとの国威発揚が込められていた。だが太陽の塔が発するオーラはそれとは明
らかに異なっていた。
　太陽の塔には多くの顔が埋められている。正面胴体には子どもの無垢の顔。塔の
尖端には金属製の無気質な顔。背面には「黒い太陽」の顔がある。さらに塔の胎内
にも人類の始源へと誘う顔がある。これら多様な顔から「均衡・調和」とは正反対の、
お互い不協和音を発しながら、その緊張の中から立ち現われてくる変化、多様性、
再生の生命イメージが読み取れる。日本が遠く忘れてしまった文化の始源から発す
る生命のダイナミズムである。
　２０２５大阪万博は「いのち」がテーマだそうである。だとすれば、太陽の塔に込め
られている生命イメージを今日的視点から読む解く試みがあっておかしくない。だが、
経済効果２兆円、夢をもう一度、カジノ付き総合型リゾート誘致等々の声にかき消さ
れ、太陽の塔は“ゆるキャラ”レベルの扱いをされるのが落ちかもしれない。地下から、
岡本太郎はどんな思いで２度目の大阪万博決定の報を聞いたのだろうか。
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１. 誰でも会員になれます。

２.  申込書は自治研センター事務局にあり

ます。会費は個人会員月 1,000 円、賛助会

員月 700 円のどちらかを選び、１年分を

そえてお申しこみください。

３.  詳細は自治研センター事務局

☎ 045（251）9721へご連絡ください。

１.  自治研センターの「自治研かながわ月報」

が送られます。

２.  「月刊自治研」（自治労本部自治研推進委

員会発行・Ａ５版・80 ページ程度・定価

822 円）が毎月無料で購読できます。

３.  自治研センターの資料集が活用でき、

調査研究会などに参加できます。
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